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日本国憲法は今大きな試練にさらされています。改憲の動きが、かつてない

ほど強まっています。私達は、戦後６０年あまり、この平和憲法が果たしてき

た大きな役割を忘れるわけにはいきません。この憲法の故に、日本は国家の名

のもとに、他国民を一人も殺すことなく、また殺されることもなかったのです。 

現在のイラクの状態をみても、武力によっては何一つ解決しないし、武力に

よっていかに悲惨な状況が国民にもたらされるかは明らかです。９条はまさに

人類の灯火といってもいい存在です。もし９条がなくなったら世界は進むべき

方向を見失ったも同然といえるのではないでしょうか。 

私達は９条を日本の９条のみならず、世界の９条に推し進めるという活動を

どんなに微力であろうとも続けていきます。それが人類の叡智であると信じる

からです。 

2008年 4月 20日 

憲法第９条 
① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国

権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛

争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持し

ない。国の交戦権は、これを認めない。 


